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コロナ禍における
監査役の善管注意義務

獨協大学　法学部教授　高橋 均

新型コロナウイルス感染症の影響が続いています。
緊急事態宣言解除後、感染拡大防止と経済社会活動と
の両立について、政策当局も自治体も模索しているよ
うに思われます。経済社会活動を再開すれば、自社の
役職員や取引先等の感染リスクが高まります。他方、
経済社会活動の自粛が継続すれば、企業収益の大幅な
低下が避けられません。新型コロナウイルス感染症の
推移を見ながら、企業内においてどのように対

たい

峙
じ

して
いくか、その判断が問われることになります。このよ
うな状況下、監査役は、リスク管理の観点から新型コ
ロナウイルスに関連して、取締役ら執行部門とどのよ
うに向き合うべきか、監査役の善管注意義務の観点か
ら考えてみたいと思います。

監査役は、取締役と同様、法律関係としては会社と
委任関係にありますので（会社法330条）、会社に対
して善良なる管理者たる注意をもって監査役としての
職務を行う義務（いわゆる「善管注意義務」）を負う
ことになります（民法644条）。監査役は、取締役の職
務の執行を監査する職務権限がありますから（会社法
381条1項）、監査役としての善管注意義務とは、取
締役の職務執行が適正に行われているか監査する職務
を適切に遂行する義務を意味します。換言すれば、取
締役が善管注意義務を果たしているか、各事業年度を
通じて監査（監視・検証・確認）を行い、その結果を
期末の監査報告に集約して株主に通知すること（いわ
ゆる適法性監査）、及び重大な不祥事の発生または発
生のおそれが生じた有事の際に、監査役としての法的
権限を適切に行使して、取締役（会）に対して善処を求
めたり自ら行動することです。具体的には、監査役自

らが不祥事や不祥事のおそれを確認するための会社業
務・財産状況調査権（会社法381条2項）、執行部門
に善処を求めるために要請する取締役会招集請求権
（同法383条2項）又は自ら招集する取締役会招集権
（同法同条3項）、会計関連で会計監査人に対する報告
請求権（同法397条2項）、取締役に対し法令・定款
違反やそのおそれがある行為の差止請求権（同法385

条1項）等があります。
そこで、監査役が具体的に善管注意義務違反を肯定
され、会社に対して損害賠償の支払義務を負った二つ
の裁判例を通して、監査役の善管注意義務について確
認します。

1. 大原町農業協同組合事件※1

本件は、大原町農業協同組合（以下、組合）の監事
に監視義務の任務懈

け

怠
たい

があり、監事としての善管注意
義務違反が肯定された事案です。農業協同組合を規定
している農業協同組合法は、会社法の多くの箇所を準
用していることから、監事の職責は基本的には監査役
と同様と考えられ、監査役の善管注意義務違反の有無
を判断する上で、実務的にも参考になります。
組合では、代表理事が補助金を利用して堆肥セン
ターの建設事業を進めるに当たって、理事会で承認を
得ました。ところが、代表理事は補助金の交付申請に
ついて、補助金の交付申請をしていないにもかかわら
ず、理事会に対して補助金の交付が受諾されたかのよ
うな虚偽の報告をするなどして、同組合の費用負担の
もとで用地の購入や建設工事が進められました。その
後、組合は経営破綻した結果、工事に関わる契約に基
づく清算費用の支払による損害が発生しました。
組合においては、以前より、代表理事が理事会にお
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いて一任を取り付けて業務執行を決定した案件に対し
て、監事は理事の業務執行の監査を逐一行わないとい
う慣習が存在していました。このために、今回の堆肥
センターの建設工事の案件についても、当時の監事
は、業務監査を行いませんでした。そこで、監事は契
約解消に伴って発生した組合の損害に対して、監事と
しての善管注意義務違反があったとして訴訟が提起さ
れました。
本事案に対して、最高裁判所は、工事建設に関わる
資金調達方法の調査や確認をすることなく本事業が進
められるのを放置した監事には、任務の懈怠があると
判示しました。要するに、たとえ業務監査を行わない
という慣習が存在していたとしても、業務監査を全く
行わないという行為は、監事の善管注意義務違反に該
当すると結論付けたわけです。

2. セイクレスト事件※2

本件は、不動産業を営むセイクレスト社の非常勤監
査役が善管注意義務違反を肯定された事案です。セイ
クレスト社はジャスダックに上場していましたが、サ
ブプライムローンの影響を受け大幅な赤字を余儀なく
されたことから債務超過に陥り、上場廃止のおそれが
生じてきました。このために、代表取締役は、新株予
約権の行使に係る払込金を原資として他社に同額の貸
付を実行（本貸付は、返済されていない）したり、独
断で他社との業務提携契約の内入金の支払いを行いま
した。さらには、債務超過の解消による上場廃止回避
を目的として、不動産評価額を通常の4倍超と評価・
決定した土地の現物出資による募集株式の第三者割増
資を計画・実行したり（後に、金融商品取引法違反
（偽計取引）の被疑事実で逮捕・起訴）、資金繰り逼

ひっ

迫
ぱく

による約束手形を振り出すなどしました。その後、セ
イクレスト社は、経営に行き詰まり破産しました。こ
のために、監査役に対し、破産管財人が申し立てた役
員責任査定の額をめぐって訴訟が提起されました。
本事案に対して、大阪高等裁判所は、監査役は内部
統制システムの構築や代表取締役を解職するように会
社に助言・勧告すべきであったが、これを怠ったとし
て監査役の善管注意義務違反を肯定し、損害賠償の支
払いを認容しました※3。

本事案では、大阪高等裁判所は、セイクレスト社の
内部統制システムの観点から監査役の監視義務※4、及
び取締役会における代表取締役の解職の意見陳述を
怠ったことから、監査役の善管注意義務違反を肯定し
ました。しかし、裁判の審理では原告が主張しなかっ
たこともあり争点にはなりませんでしたが、期末の監
査役（会）監査報告に代表取締役には重大な法令・定
款違反がある旨の記載（会社法施行規則130条1項・
129条1項3号）の欠如や、取締役が会社破産につなが
るような金融商品取引法違反をしようとした場合に取
締役行為の差止請求権の行使（会社法385条1項）を
行わなかったことも、監査役の善管注意義務違反の有
無を判断する上での重要な論点であったと思われます。

上記で紹介した裁判例は、大原町農業協同組合やセ
イクレスト社が最終的に破綻した局面において、監事
や監査役の善管注意義務違反が肯定された事例でした。
経営破綻により、多くの利害関係者に多大な影響を及
ぼした事実から、裁判所が監査役の任務懈怠を厳しく
捉えて善管注意義務違反を肯定したとの見方もできる
かもしれません。他方で、仮に経営破綻をしなくても、
社会的な信頼を失墜するに値する大きな会社損害に対
しては、取締役のみならず監査役の善管注意義務違反
の有無も争点になることは十分に考えられます。
新型コロナウイルス感染症の拡大局面では、世の中
の経済社会活動の停滞により資金繰りに窮したり、取
引先の破綻により連鎖倒産に巻き込まれるリスクもあ
り得ます。この点から考えると、両事案を参考にして、
新型コロナウイルス感染症の脅威が収束していない現
状においては、監査役としては善管注意義務を果たす
ことを具体的に検討する意義があります。また、当面
は経営破綻という事態にまで至らないと思われても、
感染症拡大の収束が見通せない状況下では、適切なリ
スク管理を行う必要があります。そこで、監査役とし
ては取締役の職務執行を監査する立場から、執行部門
が適切に新型コロナウイルス感染症対応を実施してい

※2　大阪高判平成27年5月21日金判1469号16ページ
※3　もっとも、重過失まで認められないとして、監査役の責任限定契約を適用して報酬の2年分を責任査定の額とした。
※4　裁判所は、日本監査役協会が定めた「内部統制システムに係る監査の実施基準」を遵守しなかったことも監査役の任務懈

怠の理由の一つとしてあげている。このあたりの事情については、判例評釈（高橋均「監査役の対会社責任と責任限定契
約の適用」ジュリスト1469号104～107ページ）を参照。

Ⅳ　コロナ禍で監査役として果たすべき
　　善管注意義務
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るかについて監査すること、及び適切な対応をとるど
ころか取締役が善管注意義務違反を犯すおそれがある
ときには、監査役としての法的権限を適正に行使する
ことが求められます。すなわち、監査役は、平時の場
合以上に法令違反の防止や会社の損失拡大回避に向け
て取締役が善管注意義務を果たしているか否かを監視
しなければなりません。それでは、新型コロナウイル
ス感染症の収束が見通せない状況下で、具体的に監査
役として留意すべき点は何でしょうか。

1. 感染のリスク確認
第一は、感染によるリスクを確認した上で、自社に
おける感染症対策について監視することです。すなわ
ち、会社として、役職員が感染しないような具体的な
行動指針や予防措置、及び感染によるクラスター（感
染者集団）が発生しないような社内対応について、取
締役が社内において注意喚起や対策を周知徹底させ、
具体的に運用していることの確認となります。
また、取引先会社の役職員が濃厚接触者としてPCR

検査を受けることになり、それによって陽性者が出れ
ば、取引先企業の事業活動の中断や稼働率低下による
影響を受けることになります。例えば、外注企業に保
守点検を委託しているインフラ系の会社であれば、当
該外注先企業の活動の自粛は、自社にとって安全面で
の重要なリスク問題となってきます。
感染症対策として自社において守る行動規範とは、
出張も含めて従業員の不要不急の外出自粛や事業の自
粛要請に対応することなどです。法的強制力のある法
令等を守らなければ、法令違反となりますが、わが国
においては、今回の感染症対策に関連して、企業活動
の停止や個人の行動を制限するための罰則を伴う法規
定は現時点では存在しませんので、法令違反として直
ちに問題となることは考えられません。もっとも、社
会におけるルールがある場合、そのルールには一定の
合理性があるはずですので、ルールを遵守せずに問題
が起きれば少なくとも会社として道義的責任を負うこ
とになります。また、ルールを守らないことにより、
自社が大きな損失を伴う事態になったときには、取締
役の善管注意義務違反の問題に発展する可能性もあり
ます。監査役の判断基準として大切なことは、ルール
を遵守しないことによって社会からの信頼を失墜した

り、会社に大きな損失を及ぼすことになるか否かとい
うことになります。

2. 内部統制システムの視点からの事業活動関係
第二は、キャッシュ・フロー状況に基づく資金の確
保の見通し、企業活動再開に当たっての課題・問題点
について、社内で情報を共有し会社全体として対応を
取るリスク管理体制となっているかどうかの監視であ
り、必要に応じて取締役らに助言や意見を率直に述べ
ることです。
今回の新型コロナウイルス感染症のような社会全体
の危機は、会社の重大なリスクともなり得ることを考
えると、会社としてのリスク管理という視点からは、
内部統制システムの観点から理解することが大切と考
えます。すなわち、取締役ら執行側が何らかの個別の
リスク対応を取らずに収益第一で事業継続を固執しよ
うとするならば、内部統制システムの内容の一つとし
て規定されている会社の損失危険管理体制として問題
はないのか（会社法施行規則100条1項2号）、監査役
としては取締役とあらかじめ十分に意見交換をすべき
だと思います。取締役には、内部統制システムを構築
し、適切に運用する善管注意義務がありますから、取
締役の善管注意義務の観点からも、監査役として事業
再開や継続の可否を慎重に判断すべきことを取締役に
促すべきと思われます。もちろん、執行側が事業再開
等に対して、関連情報を事前に十分に収集した上でリ
スク管理を徹底し、その判断について社内の意思決定
プロセスを踏まえた上で合理的であると判断したなら
ば、経営判断原則の観点※5から、事業再開や継続に対
して善管注意義務違反はないとの評価になります。
なお、代表取締役社長による事業継続の意思決定は、
社内外に対して多大な影響を及ぼすおそれがあり、慎
重であるべきであると多くの取締役や監査役が考えた
としても、ワンマンな代表取締役社長が事業の継続を
強行しようとする局面がないとは限りません。その際
に、監査役は有事の際の法的権限である取締役行為の
差止請求（会社法385条1項）が認められるか否か検
討する必要があります。行為差止の対象となる法令違
反には、個別具体的な法令違反に限らず、善管注意義務
違反や忠実義務違反も含まれるというのが通説となっ
ています※6。従って、事業継続についての取締役の判

※5　判断の前提に不注意な誤りがなく、判断の過程や内容に重大な不合理な点がなければ、取締役の行為の裁量の観点から取
締役は善管注意義務違反とならないという判例（「アパマンショップHD株主代表訴訟事件」最判平成22年7月15日判時
2091号90ページ）・学説（近藤光男編『判例法理・経営判断原則』中央経済社（2012年）等）において確立した考え
方である。
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断が善管注意義務違反を構成し、かつその行為により
会社に著しい損害を及ぼすおそれがあることを主張・
立証できれば、本店所在地を管轄する地方裁判所に監
査役として差止請求申立ての仮処分の申請をすること
は可能です。もちろん、そのような事態にまで発展し
ないように監査役間や監査役と取締役との間で十分に
意思疎通を行い、代表取締役に対して一致して対応の
変更を説得する努力は必要です。

3. 業務監査の方法
第三は、業務監査の方法です。新型コロナウイルス
感染症が収束しない状況下では、現場への往査を制限
せざるを得ない状態にあると思われます。特に、移動
を伴う出張について、会社の中には、原則禁止として
いるところもあります。このような場合、事業部門や
製造現場によっては、一事業年度の業務監査が実施で
きない場面も想定されます。
しかし、大原町農業協同組合事件に見られるように、
どのような理由であれ、業務監査を全く実施しないこ
とにより、当該部門での重大な事件や事故が発生した
場合には、監査役としての善管注意義務違反が肯定さ
れる可能性が高まります※7。従って、当面はオンライン
会議や資料ベース（チェックリスト等）の確認を優先
し、新型コロナウイルス感染症がある程度収まった段
階で、集中的に往査・立会を実施する対応を行うよう
にすべきです。重要なことは、事業年度を通じて、業
務監査を全く行わなかった事業部門は存在しないよう
にすることであり、何らかの監査を実施したとの監査調
書等の証跡は残しておくことが望ましいと思われます。

わが国においても、諸外国のように行政当局が法的
強制力を伴う禁止措置を発令すれば、企業もそれに
従って企業活動の可否を決めればよいので、監査役と
しては、取締役の職務執行を監査するのは容易である
といえます。しかし、現実にはそうではありませんの
で、海外では操業を強制停止された現地法人もある一
方で、監査役が社内の取締役らに対して具体的にどの
ような監査意見を表明すべきか迷うことが多いと思わ
れます。

会社の中には、SARS（重症急性呼吸器症候群）や
新型インフルエンザの際に策定した感染症対応として
の事業継続計画（BCP）が今回の新型コロナウイル
ス感染症のケースで大いに役に立ったという会社もあ
ると聞いています。しかし、そのような場合であって
も、すでに策定した事業継続計画が当初の想定通りで
あったのか、または今後見直す必要もあるのかについ
て、会社としては検証する必要があると思います。
役職員及びその家族を含めた健康確保と企業活動と
いう相反した命題に対して、企業自身が自律的に対応
する基準を策定し運用していくことは難しい課題です。
しかし、各企業が、自社の業種・業態等を勘案した上
で、個別・具体的に検討し策定していかなければなら
ない重要な課題でもあります。世界全体に影響するよ
うな大きな事象が発生したときに、誰が・いつ・どの
ようなタイミングで初期対応について検討し、実行に
移すのか、あらゆるリスクを想定しシミュレーション
をしておくリスク管理が極めて重要となってきます。
リスク管理の範囲が大きいだけに、社内外の英知を集
めて、策定しなければなりません。
会社の危機管理の体制づくりですから、取締役以下
執行部門が検討することに対して、監査役としてもそ
の検討過程において意見を述べるなど積極的な関わり
をもつことが重要です。今回の新型コロナウイルス感
染のような大きなリスクに対しては、一朝一夕に会社
としての万全な体制を整備することは難しいはずです。
当面は、感染状況の収束の程度を注視しながら、企業
活動を早期に開始したいという取締役ら執行部門の思
いに一定の理解をしつつも、そのことによって、か
えって後々に企業の利害関係者に多大な損失を与える
ことにならないか十分に検討した上での意思決定と
なっているか否かが評価のポイントになります。
事業再開や継続の具体的な執行状況も含めた新型コ
ロナウイルス感染症事象への対応について、監査役
は、取締役以下執行部門に対して、リスク管理委員
会・経営会議・取締役会等の重要な会議において、適
法か否かの問題にとらわれることなく積極的に意見を
表明する場合があるとの意識は常に持っておくべきと
考えます。

※6　上柳克郎＝鴻常夫＝竹内昭夫編『新版注釈会社法（6）』（有斐閣、1987年）424ページ
※7　現実的には、監査役が業務監査を実施しなかった任務懈怠と、会社の損害との因果関係が認められてはじめて監査役の損

害賠償責任が認容される（会社法423条1項）。

Ⅴ　おわりに
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